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大
分
県
告
示
第
六
百
十
一
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特

定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

　
　

平
成
三
十
年
九
月
二
十
八
日　

二　

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

　
　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

歌
う　

お
お
い
た　
　
　
　
　

三　

代
表
者
の
氏
名

　
　

松　

田　

美　

緒

四　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

大
分
市　
　

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

五　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　
　

こ
の
法
人
は
、
大
分
県
内
各
地
の
忘
れ
ら
れ
つ
つ
あ
る
歌
や
歌
い
手
を
発
掘
し
継
承
し
て
い
く
為
に
、

　

様
々
な
地
域
に
足
を
運
び
、
地
域
の
人
々
と
連
携
し
、
民
謡
や
盆
口
説
な
ど
の
名
人
を
一
人
で
も
多
く
探

　

し
、
直
接
教
え
を
請
い
、
途
絶
え
つ
つ
あ
る
芸
能
を
身
体
で
継
承
す
る
。
も
っ
て
人
び
と
の
心
身
の
健
全

　

な
発
達
と
豊
か
な
人
間
性
、
生
涯
学
習
の
振
興
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
六
百
十
二
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

一　

変
更
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

　
　

平
成
三
十
年
九
月
二
十
八
日

二　

変
更
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

　
　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

お
お
い
た
環
境
保
全
フ
ォ
ー
ラ
ム

三　

代
表
者
の
氏
名

　
　

内　

田　
　
　

桂

四　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

大
分
市
西
新
地
二
丁
目
六
番
五
十
号
ラ
イ
オ
ン
ズ
マ
ン
シ
ョ
ン
大
洲
三
百
四

五　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　
　

こ
の
法
人
は
、
国
民
や
一
般
企
業
等
に
対
し
て
、
自
然
と
共
生
し
た
持
続
可
能
な
住
み
良
い
郷
土
を
次

　

の
世
代
に
伝
承
す
る
た
め
様
々
な
環
境
保
全
に
関
す
る
情
報
提
供
や
広
報
活
動
及
び
保
全
、
保
護
活
動
を

　

行
い
、
も
っ
て
広
く
公
益
に
寄
与
す
る
こ
と
を
主
な
る
目
的
と
す
る
。

六　

定
款
変
更
の
内
容

　
　

役
員
に
関
す
る
事
項
の
変
更

　
　

会
議
に
関
す
る
事
項
の
変
更

　
　

資
産
及
び
会
計
に
関
す
る
事
項
の
変
更

　
　

定
款
の
変
更
に
関
す
る
事
項
の
変
更

　
　

公
告
の
方
法
の
変
更　

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
六
百
十
三
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お



平
成
三
十
年
十
月
十
二
日

二

大
分
県
報
（
告
示
）

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

変
更
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

　
　

平
成
三
十
年
九
月
二
十
八
日

二　

変
更
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

　
　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

Ａ
ｍ
ａ
Ｒ
ｉ

三　

代
表
者
の
氏
名

　
　

衞　

藤　

め
ぐ
み

四　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

宇
佐
市
院
内
町
大
坪
二
百
九
十
三
番
地

五　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　

　

こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
と
子
供
た
ち
が
交
流
で
き
て
食
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
の
で
き
る
「
食
育
サ
ロ

ン
」
の
運
営
を
は
じ
め
、
食
育
に
つ
い
て
の
サ
ポ
ー
ト
活
動
や
啓
発
活
動
、
及
び
、
食
品
開
発
等
の
幅
広

い
食
育
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
を
実
施
し
、
食
育
活
動
を
通
じ
て
、
全
て
の
人
々
が
健
康
で
安
心
し
て
生
活
で

き
る
地
域
福
祉
の
推
進
、
並
び
に
、
地
域
の
活
性
化
と
雇
用
の
創
出
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六　

定
款
変
更
の
内
容

　
　

事
業
の
変
更

　
　

役
員
に
関
す
る
事
項
の
変
更

　
　

会
議
に
関
す
る
事
項
の
変
更

　
　

資
産
及
び
会
計
に
関
す
る
事
項
の
変
更

　
　

定
款
の
変
更
に
関
す
る
事
項
の
変
更

　
　

公
告
の
方
法
の
変
更

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
六
百
十
四
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

一　

変
更
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

　
　

平
成
三
十
年
九
月
二
十
八
日

二　

変
更
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

　
　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

豊
後
の
ひ
つ
ぎ

三　

代
表
者
の
氏
名

　
　

甲　

斐　

隆　

昭

四　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

豊
後
大
野
市
大
野
町
大
原
千
百
九
十
六

五　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　
　

こ
の
法
人
は
、
森
林
の
荒
廃
、
林
業
の
衰
退
に
対
し
て
、
大
分
県
の
国
有
林
及
び
私
有
林
の
森
林
資
源

　

の
有
効
利
用
と
森
林
美
観
保
全
を
図
る
こ
と
を
実
現
す
る
た
め
に
、
大
分
県
の
人
工
林
を
活
用
し
、
主
に

　

ひ
つ
ぎ
の
製
造
、
販
売
を
行
い
、
将
来
の
林
業
産
業
の
収
益
の
安
定
化
を
支
援
す
る
こ
と
で
、
地
域
林
業

　

・
地
域
経
済
・
地
域
雇
用
の
活
性
化
を
達
成
し
、
全
国
の
中
山
間
地
域
振
興
の
見
本
と
す
る
こ
と
を
目
的

　

と
す
る
。

六　

定
款
変
更
の
内
容

　
　

名
称
の
変
更

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
六
百
十
五
号

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

届
出
の
概
要

　

１　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　
　

フ
レ
ス
ポ
中
津
北

　
　
　
　

中
津
市
大
字
大
新
田
字
六
番
通
二
百
七
十
六
番
一　

外

　

２　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

　
　
　

大
和
リ
ー
ス
株
式
会
社

　
　
　
　

代
表
取
締
役　

森　

田　

俊　

作

　
　
　
　
　

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
農
人
橋
二
丁
目
一
番
三
十
六
号

　

３　

変
更
し
た
事
項

　
　
　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て

　
　

は
代
表
者
の
氏
名

　
　
　

変
更
前　

株
式
会
社
ト
キ
ハ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー



平
成
三
十
年
十
月
十
二
日

三

大
分
県
報
（
告
示
）

　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

吉　

弘　
　
　

晃　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
市
明
野
東
一
丁
目
一
番
一
号

　
　
　
　
　
　
　

株
式
会
社
ユ
ニ
ク
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

柳　

井　
　
　

正

　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
口
県
山
口
市
佐
山
七
百
十
七
番
地
一

　
　
　
　
　
　
　

株
式
会
社
フ
タ
タ

　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

二　

田　

孝　

文　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
福
岡
市
中
央
区
天
神
三
丁
目
一
番
一
号

　
　
　
　
　
　
　

株
式
会
社
エ
ー
ビ
ー
シ
ー
・
マ
ー
ト

　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

野　

口　
　
　

実

　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
京
都
渋
谷
区
道
玄
坂
一
丁
目
十
二
番
一
号

　
　
　
　
　
　
　

株
式
会
社
セ
リ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

河　

合　

映　

治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

岐
阜
県
大
垣
市
外
渕
二
丁
目
三
十
八
番
地　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

株
式
会
社
マ
ツ
モ
ト
キ
ヨ
シ
九
州
販
売

　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

宮　

田　

亮　

史

　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
住
吉
二
丁
目
二
番
一
号

　
　
　

変
更
後　

株
式
会
社
ト
キ
ハ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

吉　

弘　
　
　

晃　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
市
明
野
東
一
丁
目
一
番
一
号

　
　
　
　
　
　
　

株
式
会
社
ユ
ニ
ク
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

柳　

井　
　
　

正

　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
口
県
山
口
市
佐
山
七
百
十
七
番
地
一

　
　
　
　
　
　
　

株
式
会
社
フ
タ
タ

　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

二　

田　

孝　

文　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
福
岡
市
中
央
区
天
神
三
丁
目
一
番
一
号

　
　
　
　
　
　
　

株
式
会
社
エ
ー
ビ
ー
シ
ー
・
マ
ー
ト

　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

野　

口　
　
　

実

　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
京
都
渋
谷
区
道
玄
坂
一
丁
目
十
二
番
一
号

　
　
　
　
　
　
　

株
式
会
社
セ
リ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

河　

合　

映　

治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

岐
阜
県
大
垣
市
外
渕
二
丁
目
三
十
八
番
地

　
　
　
　
　
　
　

株
式
会
社
マ
ツ
モ
ト
キ
ヨ
シ
九
州
販
売

　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

宮　

田　

亮　

史

　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
住
吉
二
丁
目
二
番
一
号

　
　
　
　
　
　
　

コ
ス
モ
ヘ
ル
ス
株
式
会
社

　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

鈴　

木　

優　

輔

　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
京
都
千
代
田
区
鍛
冶
町
二
丁
目
六
番
二
号

　

４　

変
更
の
年
月
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

平
成
三
十
年
七
月
二
十
六
日

二　

届
出
年
月
日

　
　

平
成
三
十
年
九
月
二
十
六
日

三　

関
係
書
類
の
縦
覧

　

１　

縦
覧
期
間

　
　
　

平
成
三
十
年
十
月
十
二
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
二
月
十
二
日
ま
で

　

２　

縦
覧
場
所　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

大
分
県
商
工
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
及
び
大
分
県
北
部
振
興
局

四　

そ
の
他

　

　

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
一

年
二
月
十
二
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地

（
以
下
「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
商
工
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興

課
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

　

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
六
百
十
六
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

杵
築
市
山
香
町
大
字
下
字
奥
ケ
迫
三
八
一
八
番
、
字
坂
水
三
八
七
一
番
か
ら
三
八
七
四
番
ま
で
、
三
八

　

七
五
番
一
、
三
八
七
五
番
二
、
三
八
九
三
番
、
三
八
九
四
番
、
三
八
九
五
番
一
、
三
八
九
七
番
、
三
八
九

　

八
番
、
三
九
〇
〇
番
、
三
九
〇
一
番
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）



平
成
三
十
年
十
月
十
二
日

四

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
）

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

字
坂
水
三
八
七
一
番
・
三
八
七
三
番
・
三
八
七
五
番
二
・
三
八
九
四
番
・
三
八
九
五
番
一
・
三
八

　
　
　

九
七
番
・
三
八
九
八
番
・
三
九
〇
〇
番
・
三
九
〇
一
番
一
（
以
上
九
筆
に
つ
い
て
、
次
の
図
に
示
す

　
　
　

部
分
に
限
る
。
）
、
三
八
七
二
番
、
三
八
七
四
番
、
三
八
七
五
番
一

　
　

㈡　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

㈢　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈣　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部

森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
東
部
振
興
局
並
び
に
杵
築
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）　

○
公
　
　
　
　
　
告

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
た
次
の

者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
な
の
で
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
通
知
の
内
容

を
保
安
林
の
所
在
す
る
市
町
村
の
事
務
所
に
掲
示
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

一　

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名
及
び
掲
示
場
所

所　

在　

の　

不　

分　

明　

な　

者　

の　

氏　

名

掲　

示　

場　

所

吉
良　

三
吉

佐
伯
市
役
所

二　

通
知
の
要
旨

　

　

平
成
三
十
年
二
月
十
四
日
付
け
森
保
第
千
六
十
三
号
で
通
知
し
た
指
定
予
定
保
安
林
に
つ
い
て
、
農
林

水
産
大
臣
か
ら
、
平
成
三
十
年
九
月
十
三
日
付
け
農
林
水
産
省
告
示
第
二
千
六
十
五
号
で
保
安
林
に
指
定

し
た
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
森
林
法
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
行
っ
た
通
知

　
　
　
　
　
　
　
　

　

砂
利
採
取
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
平

成
三
十
年
度
砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
を
実
施
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

一　

試
験
の
日
時

　
　

平
成
三
十
年
十
一
月
九
日
（
金
）　

午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

二　

試
験
の
場
所

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

　
　

大
分
県
庁
舎
新
館
四
階
四
一
会
議
室　

三　

試
験
科
目

　

１　

砂
利
の
採
取
に
関
す
る
法
令

　

２　

砂
利
の
採
取
に
関
す
る
技
術
的
な
事
項
（
基
礎
的
な
土
木
及
び
河
川
工
学
に
関
す
る
事
項
を
含

む
。
）

四　

試
験
の
方
法

　
　

筆
記
試
験

五　

受
験
願
書
の
受
付
期
間
及
び
受
付
時
間

　

１　

受
付
期
間

　
　

　

平
成
三
十
年
十
月
十
五
日
（
月
）
か
ら
同
月
二
十
九
日
（
月
）
ま
で
（
土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除

く
。
）

　
　
　

な
お
、
郵
送
に
よ
り
受
験
願
書
を
提
出
す
る
場
合
は
、
平
成
三
十
年
十
月
二
十
九
日
（
月
）
ま
で
の

　
　

消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。

　

２　

受
付
時
間　

　
　
　

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

六　

願
書
提
出
先

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号
（
郵
便
番
号
八
七
〇
―
八
五
〇
一
）

　
　

大
分
県
土
木
建
築
部
河
川
課

七　

提
出
書
類

　

１　

受
験
願
書
（
砂
利
採
取
業
者
の
登
録
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十

号
）
様
式
第
九
）
（
以
下
「
受
験
願
書
」
と
い
う
。
）

　

２　

写
真
一
葉
（
手
札
形
と
し
、
出
願
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
正
面
上
半
身
像
で
、
そ
の
裏
面
に
、
撮

　
　

影
年
月
日
、
氏
名
及
び
年
齢
を
記
載
し
た
も
の
）



平
成
三
十
年
十
月
十
二
日

五

大
分
県
報
（
公
告
）

八　

受
験
手
数
料

　
　

八
千
円
（
受
験
願
書
に
大
分
県
収
入
証
紙
を
貼
り
付
け
る
こ
と
。
）

九　

受
験
願
書
の
入
手
方
法

　

１　

受
験
願
書
の
交
付
場
所

　
　
　

大
分
県
土
木
建
築
部
河
川
課
又
は
最
寄
り
の
土
木
事
務
所

　

２　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
入
手

　
　

　

大
分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

h
ttp

://w
w
w
.p
ref.oita.jp

/sosh
ik
i/17200/h

30-zy
arisaisy

u
-sh

ik
en
-

zissi.h
tm

l　

十　

そ
の
他

　
　

そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、
大
分
県
土
木
建
築
部
河
川
課
又
は
最
寄
り
の
土
木
事
務
所
に
問
い
合
わ
せ

　

る
こ
と
。


